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令和４年 教育委員会第16回定例会（秘密会） 会議録 

 

  日 時  令和４年９月27日（火）        午後４時25分～午後４時40分 

  場 所  教育委員会室 

 

議事日程 

第 ２ 協議 

    【指導課】 

     令和５年度使用 特別支援学級用教科用図書一部変更の採択 
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堀米教育長  では、再開します。 

 

◎日程第２ 協議 

     指導課 

     （１）令和５年度使用 特別支援学級用教科用図書一部変更の採択 

 

堀米教育長  日程第２、協議事項に入ります。 

 令和５年度使用特別支援学級用教科用図書一部変更の採択につきまして、

指導課長、説明をお願いします。 

指 導 課 長  指導課長です。 

 それでは、令和５年度使用特別支援学級教科用図書採択の一部変更採択に

つきまして、説明を申し上げます。 

 資料は、04-1から04-9までとなります。ご確認、お願いいたします。 

 特別支援学級で使用する教科書として、令和５年度使用千代田区立学校特

別支援学級教科用図書については、８月23日に実施されました第14回教育委

員会定例会においてご採択いただいております。しかしながら、その後の調

査において、ご採択いただきました教科用図書のうち、一部、教科用図書が

既に絶版となっており、供給不可との事実が判明いたしました。 

 したがいまして、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施

行令第14条２項により、供給不可とされる教科用図書について、一部変更と

する教科用図書の選定について、ご協議いただくものでございます。 

 この採択の一部変更に関する根拠法令といたしましては、先ほども申し上

げたとおり、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法令施行令第

14条２項「９月１日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じた

ときは、速やかに教科用図書の採択を行わなければならない」を基にしてお

ります。 

 特別支援学級の教科用図書の採択につきましては、特別支援学級設置校の

校長からの申請によるものとされております。今回の一部変更につきまして

は、小学校における教科用図書でございますので、本区におきましては、富

士見小学校と千代田小学校の校長が児童の個別指導計画に基づき、選定を行

っております。 

 この後、詳しくは、主任指導主事から資料を基にご報告を申し上げます。

よろしくお願いいたします。 

堀米教育長  はい。主任指導主事。 

主任指導主事  主任指導主事です。 

 まず、８月にもご説明させていただいたところの繰り返しにはなります

が、特別支援学級用の教科用図書採択制度につきまして、簡単にご説明申し

上げます。 

 資料３、千代田区立学校特別支援学級用教科用図書採択に関わる基本方針

をご覧ください。 
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 １の採択方法でございます。特別支援学級の教科用図書は、原則として、

通常の学級において使用する教科書を使用するということになっております

が、また、学校教育法附則第９条の規定によります教科用図書の採択に当た

りましては、特別支援学級設置校の校長の申請によるものとなっておりま

す。 

 ３の採択の原則に示しておりますとおり、学校教育法附則第９条の定めに

より、特別支援学級においては、検定教科書または文部科学省著作教科書を

使用することが原則ですが、児童・生徒の障害の種類や程度、能力、特性か

ら判断し、これらの教科書を使用することが適当でない場合、これに替わる

適切な一般図書を使用することができると定められております。このことか

ら、特別支援学級用の一般図書を第９条本、第９条図書という言い方をして

おります。 

 続きまして、資料１でございます。こちらは、1-1と1-2、こちらの２つに

この採択の原則に従いまして、特別支援学級設置校校長より提出されました

選定についての申請文書を示してございます。これをもちまして、各校の選

定結果が事務局に届けられております。この結果をまとめたものが、こち

ら、令和５年度使用特別支援学級教科用図書の一部変更選定結果（小学校）

でございます。 

 なお、今回の選定を含めた令和５年度使用特別支援学級用教科用図書選定

結果一覧、こちらになります。これは、前回、ご採択を頂いたものも全て含

めた上でのものということで示させていただいております。 

 青で囲ってあるところが供給不能ということが判明している場所、黄色で

示してあるところが、今回、先ほども示させていただいたところで、新たに

選定された教科書ということになってございます。 

 各設置校から提出されました選定結果につきまして、引き続きご説明をさ

せていただきます。 

 今回、絶版が確認できましたのは、種目、図工、発行者、さ・え・ら書

房、図書名「小学校のたのしい工作教室２」でございます。これに替わるも

のとして、設置校でございます富士見小学校、千代田小学校から、一般図

書、先ほど申し上げましたところの第９条本を使用するという申請でござい

ます。そこで出されているのが、種目、図工、発行者、さ・え・ら書房、図

書名としましては、「たのしい工作教室木のぞうけい教室」になってござい

ます。 

 今年度の各学年の在籍状況につきましては、資料４に記載していただいて

おります。今年度の児童・生徒の個別指導計画に基づき、特別支援学級の教

科書を申請しているという形になります。 

 児童・生徒によっては、その実態に応じて、通常の学級における交流及び

共同学習を実施するため、特別支援学級で採択すべきものではなく、通常の

学級で採択された教科書を供給し、使用する児童・生徒も人数としては入っ

ているというところは、申し述べさせていただきます。 
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 選定理由につきましては、資料2-1で富士見小学校、資料2-2で千代田小学

校からのそれぞれの選定した理由をお示ししておりますので、こちらもご覧

ください。 

 今回、協議を頂いた後、次回、採択を頂きますが、そこで採択いただき次

第、採択結果を東京都教育委員会に報告してまいります。 

 特別支援学級用教科用図書の選定についてのご説明は以上です。 

堀米教育長  はい。この一覧の中では、供給不可のやつも両方入っていますよね。 

主任指導主事  はい。 

堀米教育長  この辺をちょっと説明してください。 

主任指導主事  基本的に、前回、ご採択いただいたものの内容として、教科用図書にふさ

わしくない、不備があるということの結果ではないという判断でございます

ので、こちらについては、名前は残したまま、供給が不可能であるというこ

とが判明したということで、ここには残させていただいた上で、今回、追加

で学校のほうから選定した教科書を挙げさせていただくという形を取らせて

いただきました。 

堀米教育長  ということで、２つ載っけているということですね。 

主任指導主事  はい。 

堀米教育長  はい。今日は、協議ですので、何か。この間もお話しましたが、ご質問が

ありましたら。 

金 丸 委 員  両方、どちらを取ってもいいよというのではない。実際には、「小学校の

楽しい工作教室２」が入手できないから、事実上、買っていないのだという

理解でいいわけですね。 

主任指導主事  おっしゃるとおりでございます。 

堀米教育長  ほかにございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 （な し） 

堀米教育長   では、この整理で１つ、これは採択ということになりますので、よろしく

お願いします。 

堀米教育長   ありがとうございます。 

 以上をもちまして、本日の教育委員会は閉会とします。ありがとうござい

ました。 

 


